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さいたま市立原山小学校ＰＴＡ細則 

   

第１条 会則第２６条により次の運営細則を定めます。 

第２条 この会の会員は、会の目的や趣旨に賛同し、入会を希望した者とします。 

 この会は任意加入として、入学、転入時に原山小学校ＰＴＡ入会申込書および個人情報取扱同

意書を取り、退会の申し出がない限り卒業まで有効とします。 

第３条 会計の事務については、次により行います。 

 (１) 会に属する現金は、会で指定した金融機関に預金します。この場合特に定めるものの他

は会長名義とします。 

 (２) 保護家庭または、これに準ずる会員の会費の減免は、会長、学校長の合議の上で決めま

す。 

 (３) 予算の執行については 

  ①予算に計上してある費目は、支払いの伝票に、会長、学校長会計の決済を受けるもの

とする。 

  ②予算を流用する場合は、評議員会の承認を必要とします。 

 (４) 会計は次の帳簿を整備しておかなければなりません。 

  ①預金帳 

  ②収入明細 

  ③金銭出納帳 

  ④決算書綴 

  ⑤証憑書綴 

  ⑥備品台帳 

  ⑦その他必要書類 

第４条 役員の選出は次のようにします。 

 (１) 会長、副会長、書記、会計選出のために会員の中から選出担当をおき事務処理をします。 

 (２) 会長、副会長、書記、会計の選出方法については、選出担当で決定します。 

 (３) 役員に欠員が生じた場合は次の方法で処理します。 

  ①会長の場合は副会長の中から会長代行を選びます。 

  ②副会長、書記、会計の場合は本部で協議し、対応を決定します。 

  ③委員の場合は所属委員会に欠員補充の必要を確認します。対応が難しい場合には本部

で協議し、対応を決定します。 

第５条 地区毎の相談ごと（校外補導、交通施設、地区環境整備等）があった場合は、会長の承認を経

て地区集会を開催します。 

第６条 本会の会計監査は次により行います。 

 (１) 中間監査  必要に応じて 

 (２) 最終年度監査 

 (３) 中間監査の結果報告は、その都度評議員会に報告し、最終監査は総会に報告し、その承

認を得るものとします。 

第７条 会則第９条の役員が顧問を依頼された場合は、いずれかを選ぶことにします。 

第８条 ＰＴＡの運営を円滑にするため、各委員会は委員会ごとの審議および行事結果を文書により本

部に提出するものとします。 
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第９条 新入学児童（１年生）、卒業児童（６年生）および新入会員に対する措置を次のように定めま

す。 

 (１) 新入学児童の場合 

  記念品を贈ります。記念品は総会で提案、決定します。 

 (２) 卒業児童の場合 

  記念品を贈ります。記念品は総会で提案、決定します。 

 (３) 新入会員の場合 

  ＰＴＡ会則、同運営細則、ＰＴＡ活動説明資料などを配付します。 

  １学年保護者会員には説明会を開きます。 

第１０条 会員および児童と教職員の慶弔 

 (１) 会員、児童、教職員の慶弔 

  ①会員（保護者）の場合    死亡 １０，０００円 

  ②児童の場合         死亡 ２０，０００円 

  ③教職員の場合    イ 結婚の祝  ５，０００円 

             ロ 死亡   ２０，０００円 

 (２) 児童、教職員の見舞金 

  ①教職員の傷病加療   １カ月以上  ５，０００円 

  ②児童の傷病加療    １カ月以上  ５，０００円 

  ③このほか別に考慮することができます。 

 (３) その他の慶弔、見舞金 

  ＰＴＡおよび学校がご協力いただいている地域団体の関係者およびそのご家族の慶弔

に関しては本部が決定し支出することができます。 

第１１条 この会に次にかかげる諸帳簿を備えつけ本部で保管します。 

 (１) 会則および会議録 

 (２) ＰＴＡ活動名簿 

 (３) 諸文書発送控綴および収受文書綴 

 (４) その他、必要な文書 

第１２条 個人情報取扱については次のようにします。 

 (１) 個人情報とは、個人に関する情報であり、氏名、生年月日、住所、電話番号、メールア

ドレス、画像など、その情報によって個人を識別できる情報のことをいいます。 

 (２) 個人情報を原山小学校ＰＴＡでは以下の内容および目的で収集・利用します。それ以外

の目的に利用することは一切ありません。 

  ①ＰＴＡ活動名簿の作成および管理（会員名簿、委員会名簿、通学班名簿、ＰＴＡ行事

等の名簿、本部役員選出名簿） 

  ②会費集金 

 (３) 収集する情報は次の通りです。 

  ①保護者氏名 

  ②在学中児童（氏名、性別、学年、クラス） 

  ③未就学きょうだい関係の年齢（入学年度把握のため） 

  ④電話番号（通学班名簿・緊急連絡網作成、その他連絡のため）  

  ⑤住所（通学班編制のため） 
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 (４) あらかじめご本人の同意を得ずに以上の目的以外で個人情報を取り扱うことはありま

せん。必要な場合は必ずご本人に連絡、承諾をいただくものとします。 

 (５) その他、行事や委員会、ボランティア活動の業務連絡などのために個人情報を取得およ

び利用する場合は、その都度において取得目的を明確にし、同意を得るものとします。 

 (６)  問い合わせは、ＰＴＡ本部宛の手紙にて受付け、対応します。 

   

付 則   

この細則は昭和３２年５月１１日から施行し、 

 昭和３７年５月１日   第１次改正 

 昭和４４年４月１日   第２次改正 

 昭和４８年４月１日   第３次改正 

 昭和５４年４月１日   第４次改正 

 昭和６０年４月１日   第５次改正 

 昭和６１年４月１日   第６次改正 

 平成７年５月１７日   第７次改正 

 平成１１年２月１７日  第８次改正 

 平成１７年６月１７日  第９次改正 

 平成２０年２月１４日  第１０次改正 

 平成２４年２月２０日  第１１次改正 

 平成２５年２月１８日  第１２次改正 

 平成２８年２月１５日  第１３次改正 

 平成３０年２月１９日  第１４次改正 

 令和２年１１月２４日  第１５次改正 

 令和４年４月１日     第１６次改正 

  

 


